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○つくばみらい市子育て応援住宅条例施行規則 

令和６年３月２５日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、つくばみらい市子育て応援住宅条例（令和５年つくばみらい市条例

第２０号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省

令第１６号）第１条第４号に規定する所得をいう。 

（２） 所得基準 入居者及び同居者の所得の金額を合算した額が１５８，０００円を

超え４８７，０００円以下（ただし、当該合算した額が１５８，０００円以下の場合

であっても、今後所得の増加が見込まれるときは、この限りでない。）の額をいう。 

（入居者の公募の方法） 

第３条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち２以上の方法によって行うものと

する。 

（１） 新聞、ラジオ等 

（２） 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示 

（３） 市の広報紙 

（４） 市のホームページ 

（５） 指定管理者が行う募集 

（６） その他市長が認めるもの 

２ 前項の公募に当たっては、市長は、つくばみらい市子育て応援住宅が地域優良賃貸住

宅であること、所在地、種類、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、申込方法、選定

方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。 

（公募の例外） 

第４条 市長は、地域優良賃貸住宅制度要綱（平成１９年３月２８日国住備第１６０号）

第６条第２項に基づく、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情があるものは、公募

を行わず子育て応援住宅に入居させることができる。 

（入居期間） 
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第５条 子育て応援住宅の入居者資格の区分ごとの入居期間は、別表第１のとおりとする。 

（入居の申込み） 

第６条 条例第５条に規定する入居者資格を有する者で子育て応援住宅に入居しようとす

る者は、つくばみらい市子育て応援住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる書類（同

居者分を含む。）を添付して、入居の申込みをしなければならない。 

（１） 所得の額があることを証する書類 

（２） 税の滞納がないことを証する書類 

（３） 住所を証する書類 

（４） 前３号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類 

（入居の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者の中から子育て応援住宅の入居

者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者（以下「入居決定者」という。）に

対し、つくばみらい市子育て応援住宅入居決定通知書（様式第２号）により通知するも

のとする。 

（入居者の選定） 

第８条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき子育て応援住宅の戸数を超

える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。 

（入居補欠者） 

第９条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、

補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。 

２ 市長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうち

から入居順位に従い、入居者を決定することができる。 

（入居の手続） 

第１０条 入居決定者は、原則として、決定のあった日から１０日以内に、次に掲げる手

続をしなければならない。 

（１） 市長が適当と認める連帯保証人の連署するつくばみらい市子育て応援住宅賃貸

借契約書（様式第３号の１。以下「賃貸借契約書」という。）を提出すること。ただ

し、連帯保証人ではなく家賃債務保証業者と契約する場合は、契約書の写しを添付す

ること。 

（２） 第１６条に規定する敷金を納付すること。 

２ 前項の規定に関わらず、入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を期間内に
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することができないときは、市長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしな

ければならない。 

３ 市長は、入居決定者が前２項に規定する期間内に第１項各号に掲げる手続をしないと

きは、入居の決定を取り消すことができる。 

４ 市長は、入居決定者が第１項各号に掲げる手続をしたときは、速やかに当該入居決定

者に対して子育て応援住宅の入居が可能となる日（以下「入居可能日」という。）をつ

くばみらい市子育て応援住宅入居可能日通知書（様式第４号）により通知しなければな

らない。 

５ 入居決定者は、入居可能日から１５日以内に入居しなければならない。ただし、特に

市長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

６ 入居決定者は、子育て応援住宅に入居したときは、速やかにつくばみらい市子育て応

援住宅入居届（様式第５号）に住民票の写し（同居者分を含む。）を添付して、市長に

提出しなければならない。 

（連帯保証人） 

第１１条 前条第１項第１号に規定する連帯保証人は、３親等以内の親族１人とする。た

だし、連帯保証人は、家賃債務保証業者との契約に変更することができる。 

２ 連帯保証人は独立して生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者であること

とする。 

３ 連帯保証人は、極度額を限度として、その履行する責任を負うものとする。 

４ 連帯保証人が保証する極度額は、第１２条第１項で決定した家賃の１２月分に相当す

る金額とする。 

５ 連帯保証人は、所得の額があることを証する書類を提出するものとする。 

６ 連帯保証人は、印鑑証明書を提出するものとする。 

７ 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反した場合には、連帯してその責任を

負わなければならない。 

８ 連帯保証の期間は、賃貸借契約書及びつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用契約

書（様式第１６号）の期間と同一とする。入居者が引き続き入居する場合、連帯保証人

は、つくばみらい市子育て応援住宅賃貸借契約及び駐車場使用更新確認書（様式第３号

の２）により更新するものとする。ただし、契約を継続する場合において更新の契約手

続をしなかったときは、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２６条第１項の規定を

適用し、前契約と同一条件で契約は更新されたものとする。 
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９ 連帯保証人又は家賃債務保証業者を変更しようとするときは、つくばみらい市子育て

応援住宅連帯保証人（家賃債務保証業者）変更届（様式第６号）により届出なければな

らない。 

１０ 市長は、連帯保証人として不適当と認めるときは、入居者に対し連帯保証人を変更

させることができる。 

１１ 第１項の規定により家賃債務保証業者と契約する場合において、当該家賃債務保証

業者は入居者の賃貸借契約書及びつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用契約書から

生じる一切の債務について、連帯して保証することができると認められる会社であるこ

ととする。 

（家賃の決定及び変更） 

第１２条 条例第７条に規定する子育て応援住宅の家賃の額は、別表第２のとおりとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。 

（１） 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。 

（２） 近隣の民間賃貸住宅又は子育て応援住宅の家賃に比較して不相当となったと認

めるとき。 

（３） 子育て応援住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要がある

と認めるとき。 

（収入の申告） 

第１３条 入居者は、毎年度、市長に対し、つくばみらい市子育て応援住宅収入申告（報

告）書（様式第７号）に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければ

ならない。 

（家賃の納付） 

第１４条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が子育て応援住宅を退去した

日（第３０条の規定による明渡しの請求を行ったときは、明渡しの請求を行った日）ま

での間の家賃を徴収する。 

２ 入居者は、毎月市長が指定した日までに、家賃を納付しなければならない。 

３ 入居者が新たに子育て応援住宅に入居した場合又は子育て応援住宅を退去した場合に

おいて、その月の入居の期間が１月に満たないときは、その月の家賃及び共益費（以下、

「家賃等」という。）は日割計算とし、その額に１００円未満の端数があるとき、又は

その全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 入居者が第２６条に規定する手続を経ないで子育て応援住宅を退去したときは、第１
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項の規定にかかわらず、市長が退去の日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。 

（令７規則８・一部改正） 

（家賃等の督促） 

第１５条 市長は、入居者が家賃等を前条第２項の納期限までに納付しない場合は、期限

を指定してつくばみらい市子育て応援住宅家賃等督促状（様式第８号）により督促しな

ければならない。 

（敷金） 

第１６条 市長は、入居者から別表第３の範囲内において、敷金を徴収するものとする。 

２ 前項に規定する敷金は、入居者が子育て応援住宅を明渡ししたとき、これを還付する。

ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときには、敷金のうちこれらを控除した額を

還付する。 

３ 敷金には、利息をつけない。 

（修繕の実施） 

第１７条 市長は、必要があると認める場合は、子育て応援住宅及び共同施設の修繕を実

施するものとする。 

（入居者の費用負担義務） 

第１８条 次に掲げる費用は、入居者等の負担とする。 

（１） 電気、ガス、水道料金及び下水道の使用料 

（２） 通信設備の設置及び維持管理に要する費用 

（３） じんかいの処理に要する費用 

（４） 共同施設、エレベーター及び給水施設の維持管理に要する費用 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用 

（共益費） 

第１９条 市長は、前条の費用のうち、次の費用を共益費として入居者に納付させるもの

とする。 

（１） 共同施設及び共用部分の電気料金、水道料金及び下水道使用料 

（２） エレベーターの維持管理に要する費用 

（３） 前２号に掲げるもののほか、入居者等の共通の利益を図るため必要があると認

める費用 

２ 共益費は、家賃と同時に納付するものとする。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共益費を変更することができる。 
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（１） 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。 

（２） 子育て応援住宅及び共同施設について改良を施したことに伴い、共益費を変更

する必要があると認めるとき。 

４ 共益費は、別表第４のとおりとする。 

（入居者の保管義務等） 

第２０条 入居者は、子育て応援住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状

態において維持しなければならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき理由により、子育て応援住宅又は共同施設が滅失し、又は損

傷したときは、当該入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければな

らない。 

３ 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

４ 入居者は、子育て応援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡して

はならない。 

５ 入居者は、子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。 

（不在届） 

第２１条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、市長につ

くばみらい市子育て応援住宅不在届（様式第９号）により届出をしなければならない。 

（同居者異動届） 

第２２条 入居者は、同居している親族が出生・死亡・婚姻・離婚・転出等により異動し

たときは、当該事由が発生した後３０日以内につくばみらい市子育て応援住宅同居者異

動届（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（工作物設置等承認申請） 

第２３条 入居者は、子育て応援住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、

原状回復又は撤去が容易である場合において、つくばみらい市子育て応援住宅工作物設

置等承認願（様式第１１号）で市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が子育て応援住宅を退去する際、

入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。 

３ 入居者は、第１項ただし書の承認を受けないで子育て応援住宅を模様替えし、又は増

築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 

（同居承認） 

第２４条 子育て応援住宅の入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居を認めら
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れた親族以外の者を同居させようとするときは、同居しようとする理由を記載したつく

ばみらい市子育て応援住宅同居承認願（様式第１２号）に同居させようとする者に係る

次に掲げる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。 

（１） 所得の額があることを証する書類 

（２） 税の滞納がないことを証する書類 

（３） 住所を証する書類 

（４） 前３号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の承認願が提出された場合において、その内容が次の各号のいずれにも

該当すると認めるときは、承認することができる。 

（１） 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が所得基準を超えない

こと。 

（２） 同居させようとする者が入居者の配偶者又は３親等以内の親族であること。 

３ 市長は、第１項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承

認をしてはならない。 

（入居承継） 

第２５条 子育て応援住宅の入居者が当該入居者と同居していた者を残して死亡し、又は

離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、当該入居者と同居していた

者が、引き続き当該子育て応援住宅に入居しようとするときは、つくばみらい市子育て

応援住宅入居承継承認願（様式第１３号）に当該承継の理由となるべき事実が明らかと

なる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。 

（退去届） 

第２６条 入居者は、子育て応援住宅を退去及び駐車場を明渡そうとするときは、その１

月前までにつくばみらい市子育て応援住宅退去届（様式第１４号）により市長に届け出

て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、入居者は、解約申入れの日から１月分の家賃等（本契約の

解約後の家賃相当額を含む。）及び駐車場使用料を支払うことにより、退去届け出の日

から起算して１月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。 

（入居資格喪失者の認定） 

第２７条 市長は、入居者が次に掲げる要件のいずれかに該当した場合にあっては、入居

資格喪失者として認定し、すみやかに当該入居者にその旨を通知するものとする。 

（１） その同居する子ども（複数あるときは最年少である子どもに限る。）の年齢が
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１８歳に達した日以後最初の３月３１日を迎えたとき。 

（２） 子どもを有しない状態で、入居後１０年が経過したとき。 

（３） 婚姻関係を解消し、又は事実上婚姻関係と同様の事情が解消された場合であっ

て、当該解消後、子育て応援住宅に居住を継続しようとする世帯が子育て世帯又は新

婚世帯に該当しないとき。 

２ 入居資格喪失者は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、

市長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居

資格喪失者に通知するものとする。 

（入居資格喪失者に対する明渡し請求） 

第２８条 市長は、前条第１項の規定により入居資格喪失者の認定を受けた入居者に対し、

期限を定めて、当該子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。 

２ 前項の期限は、当該入居者が入居資格喪失者の通知を受領した日以後における最初の

３月３１日から起算して６月を経過した日の翌日とする。 

３ 市長は、第１項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事

情があると認める場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することがで

きる。 

（１） 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 

（２） 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

（３） その他前２号に準ずる特別の事情があるとき。 

（入居資格喪失者に対する家賃） 

第２９条 前条第１項の規定による請求を受けた入居資格喪失者が同条第２項の期限が到

来してもなお当該子育て応援住宅に継続して入居を続けるときは、入居者は、同項の期

限が到来した日の翌日から当該子育て応援住宅の明渡しを行う日までの期間について、

別表第２の額に近傍同種家賃との差額を加算した額の家賃を支払わなければならない。 

（住宅の明渡請求） 

第３０条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、

入居の決定を取り消し、子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。 

（１） 不正の行為によって入居したとき。 

（２） 家賃等を３月以上滞納したとき。 

（３） 故意又は過失により子育て応援住宅を損傷したとき。 

（４） 正当な理由によらないで１５日以上子育て応援住宅を使用しないとき。 
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（５） 暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する場合を含む。）。 

（６） 第２０条から第２５条までの規定に違反したとき。 

２ 前項の規定により子育て応援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子

育て応援住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定める

ところにより明渡しの請求の日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の２倍に相当す

る額の損害賠償金を納付しなければならない。 

（立入検査） 

第３１条 市長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した

者に子育て応援住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせることができる。 

２ 前項の検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじ

め当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。 

３ 第１項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

（駐車場使用許可） 

第３２条 駐車場を使用しようとする者は、つくばみらい市子育て応援住宅入居申込書（様

式第１号）により市長に申し込まなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場

合は、つくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用許可通知書（様式第１５号）により通

知しなければならない。 

（駐車場使用手続） 

第３３条 駐車場の使用決定者は、当該通知を受けた日から１０日以内につくばみらい市

子育て応援住宅駐車場使用契約書（様式第１６号）に、自動車検査証の写しその他市長

が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。 

２ 前項のつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用契約書（様式第１６号）の記載内容

に変更が生じた場合、つくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用変更届（様式第１７号）

により届出なければならない。 

（駐車場使用廃止手続） 

第３４条 駐車場の使用者が、駐車場の使用を廃止するときは、つくばみらい市子育て応

援住宅駐車場使用廃止届（様式第１８号）により届出なければならない。 

（駐車場使用料） 

第３５条 駐車場の使用料は、別表第５のとおりとする。 
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（駐車場使用料の変更） 

第３６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更するこ

とができる。 

（１） 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。 

（２） 駐車場に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。 

（駐車場使用料の納付） 

第３７条 市長は、駐車場の使用者から、駐車場の使用が可能となる日から当該入居者が

駐車場を明渡した日（第３０条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請

求があった日）までの間の使用料を徴収する。 

２ 駐車場の使用者は、市長が指定した日までに、その月の使用料を納付しなければなら

ない。 

３ 駐車場の使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明渡した場合にお

いて、その月の使用の期間が１月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とし、

その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

４ 駐車場の使用者が第３４条に規定する手続を経ないで子育て応援住宅を立ち退いたと

きは、第１項の規定にかかわらず、市長が駐車場の明渡しの日を認定し、その日までの

使用料を徴収する。 

（令７規則８・一部改正） 

（駐車場使用料の督促） 

第３８条 市長は、駐車場使用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定

してつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用料督促状（様式第１９号）により督促し

なければならない。 

（駐車場の明渡請求） 

第３９条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使

用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。 

（１） 不正の行為によって使用許可を受けたとき。 

（２） 使用料を３月以上滞納したとき。 

（３） 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。 

（４） 正当な理由によらないで１５日以上駐車場を使用しないとき。 

（５） 第２７条で掲げる入居資格喪失者として認定されたとき。 
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（６） 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明

渡さなければならない。この場合において、駐車場の使用者は、市長の定めるところに

より明渡しの請求の日の翌日から明渡した日までの駐車場の使用料の２倍に相当する額

の損害賠償金を納付しなければならない。 

（集会施設の利用届） 

第４０条 集会施設を利用しようとする者は、つくばみらい市子育て応援住宅集会施設利

用届（様式第２０号）を原則として集会施設を利用しようとする日の３月前から３日前

までに市長に届出なければならない。 

（集会施設の利用時間） 

第４１条 集会施設を利用することができる時間は、原則として午前９時から午後９時ま

でとする。 

（集会施設の利用範囲） 

第４２条 集会施設を利用できる者は、子育て応援住宅の入居者又は同居者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、集会施設の運営に支障のない範囲で、同項に規定

するものでない者にも集会施設の利用を可能とする。ただし、この利用は、入居者と地

域住民の交流促進や、入居者サポートのためとする。 

（集会施設利用者の義務） 

第４３条 第４０条の利用届出した者（以下「利用者」という。）は、この規則並びに市

長の指示に従わなければならない。 

（集会施設の利用制限） 

第４４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を認めない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

（２） 集会施設の管理上支障があるとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

（集会施設の利用中止） 

第４５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用中止を命ずる

ことができる。 

（１） 利用者が第４３条に規定する利用者の義務に違反したとき。 

（２） 利用者が偽りその他不正な手段により利用の届出をしたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。 
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２ 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わ

ないものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第４６条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（設備の変更等の禁止） 

第４７条 利用者は、集会施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。た

だし、あらかじめ市長の承認を受けた場合にあっては、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第４８条 利用者は、集会施設の利用を終了したとき、又は第４５条第１項の規定により

利用中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第４９条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた

損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（補則） 

第５０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１月１日から施行する。 

（つくばみらい市子育て応援住宅条例の施行期日） 

２ つくばみらい市子育て応援住宅条例（令和５年つくばみらい市条例第２０号）の施行

期日は、令和７年１月１日とする。 

（準備行為） 

３ この規則の規定による申請手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行

うことができる。 

附 則（令和６年規則第３４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市子育て応援住宅条例施行規

則の規定は、令和７年１月１日から適用する。 

別表第１（第５条関係） 



13/50 

入居者資格 入居期間 

子育て世帯 入居可能日から入居資格を満たさなくなった日の属す

る年度の３月末日まで 

新婚世帯 入居可能日から１０年間 

市長が必要と認める世帯 市長が必要と認める期間 

※入居可能日に新婚世帯であった世帯が、入居期間中に子育て世帯の条件を満たす場合、

新婚世帯から子育て世帯へと移行する。 

※入居期間は、特別な事情がない限り、原則として子育て応援住宅に入居していた期間を

通算する。 

別表第２（第１２条関係） 

（令６規則３４・全改） 

名称 住戸番号 家賃（月額） 

エルグランディール A１０２、A１０３、A１０４、A１

０７、A１０８、A１０９、B１０

６、B１０７、B１０８ 

６３，０００円

A１０５、A１０６、B１０２、B１

０３、B１０５ 

６４，０００円

A２０２、A２０３、A２０４、A２

０７、A２０８、A２０９、B２０

６、B２０７、B２０８ 

６４，５００円

A１０１、A１１０、B１０４、B１

０９ 

６５，０００円

A２０５、A２０６、A３０２、A３

０３、A３０４、A３０７、A３０

８、A３０９、B２０２、B２０３、

B２０５、B３０６、B３０７、B３

０８ 

６５，５００円

B１０１ ６６，０００円

A２０１、A２１０、A３０５、A３

０６、B２０４、B２０９、B３０

２、B３０３、B３０５ 

６６，５００円
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A３０１、A３１０、B２０１、B３

０４、B３０９ 

６７，５００円

B３０１ ６８，５００円

別表第３（第１６条関係） 

区分 敷金 

連帯保証人の場合 入居可能日の家賃の３月分に相当する金額 

家賃債務保証業者の場合 不要 

別表第４（第１９条関係） 

（令６規則３４・全改） 

名称 階数 共益費（月額） 

エルグランディール １階 ３，０００円

２階、３階 ４，０００円

別表第５（第３５条関係） 

名称 規格 駐車場使用料（月額） 

つくばみらい市子育て応援住宅駐車場 １区画 ２，０００円
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様式第１号（第６条及び第３２条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号の１（第１０条関係） 

（令７規則８・全改） 

様式第３号の２（第１１条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１５条関係） 

様式第９号（第２１条関係） 

様式第１０号（第２２条関係） 

様式第１１号（第２３条関係） 

様式第１２号（第２４条関係） 

様式第１３号（第２５条関係） 

様式第１４号（第２６条関係） 

様式第１５号（第３２条関係） 

様式第１６号（第１１条及び第３３条関係） 

（令７規則８・全改） 

様式第１７号（第３３条関係） 

様式第１８号（第３４条関係） 

様式第１９号（第３８条関係） 

様式第２０号（第４０条関係） 

 


